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 労働者死傷病報告の様式改正について

誰翻鰯

襲鰯
 日頃から労働安全衛生行政の推進に格段の御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げ

 ます。

 さて、事業者は、労働者が労働災害等により死亡し、又は休業したときには、労働

 安全衛生規則(以下「安衛則」という。)第97条の規定により労働者死傷病報告の提

 出が義務付けられていますが、派遣労働者の場合には、一派遣元及び派遣先双方の事業

 者に対し、その提出が義務付けられています。^

 今般、安衛則様式第23号(休業4日以上の労働者に係る労働災害等に係る労働者死

 傷病報告)について、派遣元の事業者が「派遣先ρ事業場の郵便番号」を記入する欄

 を新たに設ける等の改正が行われ、.平成22年4月1日から施行されることになりまし

 た。

 っきましては、本改正の趣旨及び内容は、下記のとおりでありますので、貴団体に

 おかれましても、この趣旨を御理解いただくとともに、傘下会員事業場等に対する本

 改正内容の周知等につきまして御協力を賜りますようお願い申し上げます。

 なお、本改正のリーフレット等につきましては、厚生労働省のホームページ(http:

 〃wwwmh1wgojp/bunya/roudoukijun/anzeneisei29/index.htm1)に掲載しております。

記

 1改正の趣旨

 今般の改正は、派遣先の事業者からの安衛則第.97条の規定に基づく労働者死傷病

 報告の提出の徹底を図り、派遣先の事業場における労働災害防止対策の推進に資す

 るため、派遣元の事業者から提出のあった労働者死傷病報告により、派遣先の事業

 者からの労働者死傷病報告の提出状況を確認できるようにするため、安衛則様式第

 23号(休業4日以上の労働者に係る労働災害等に係る労働者死傷病報告)について

 所要の改正を行ったものである。

 2改正の内容



 (1)報告項目の追加

 派遣元の事業者から提出のあった労働者死傷病報告(安衛則様式第23号)によ

 り、派遣先の事業者からの労働者死傷病報告の提出状況を確認できるようにする

 ため、派遣元の事業者が「派遣先の事業場の郵便番号」を記入する欄を新たに設

 けるものとしたこと。'

 (2)その他

 (1)の改正に伴い、備考等について所要の改正を行うものとしたこと。

 なお、改正後の労働者死傷病報告の様式は別添を参照すること。



 労働者死傷病報告の様式が改正されました

O

O

O

 労働者が労働災害等により死亡し、又は休業したときには、事業者は所轄
 の労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出しなければなりません。(労
 働安全衛生規則第97条),

 派遣労働者については、派遣元及び派遣先双方の事業者がそれぞれ所
 轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出する必要があります。

 今般、労働者死傷病報告(休業4日以上に係るもの)の様式が改正され、
 平成22年4月1日から派遣元の事業者はξ溝の目の垂便号
 を記入することとなりました。
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 、派遣元の事業者め皆様へ

 ・派遣労働者が派遣中に労働災害等により死亡し、又は休
 業したときには、派遣元は、派遣先に対し、所轄の労働基準
 監督署に提出した労働者死傷病報告の写しの送付を求め
 てください。'

 ・派遣元は、派遣先から送付のあった写しの内容を踏まえ、
 労働者死傷病報告を作成し二派遣元の事業場を所轄する労
 働基準監督署に提出してください。

 ・派遣労働者が労働災害等により死亡し、又は休業したとき
 には、派遣先は、労働者死傷病報告を作成し、派遣先の事
 業場を所轄する労働基準監督署に提出してください。

 ・派遣先は、労働者死傷病報告を所轄の労働基準監督署に
 提出した場合には、その写しを派遣元に送付してください。

 ○平成22年4月1日以降に労働者死傷病報告を提出するときは、

 このリーフレットに関するお問い合わせは、
 最寄りの都道府県労働局、労働基準監督署までお願いします。

(H22.1)



 (別添)
 様式第23号(第97条関係)(表面)

労働者死傷病報告
 労働保険番号(建設業σ)丁寧に従事する下請人の労働者が被災した場合、元請人の労働保険番号を記入すること。)  事業の種類

 團団回回田園;コロロロロロ唄ココロロコロ咀コ
 事業場の名称(建設業にあつtは工事名を併記のこと。)

 □□□□□□□□□□□□□□□□口□□□□□□□口
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 □□口□□□□□□□□□□□□□□□□□
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電話

 構内下請事業の場合は親事業場の名称、
 建設業の場合は元方事業場の名称

 派遣労働者が被災した場合提出事業者の区.分

 は'派遣先の事業場の名称圃團
 労働者数発生日時(時間は24時間表記とすること口〕
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 不安全た又は有害な状撫があって⑤どのような災害が発生したかを詳細に記入すること、

 略図(発生時の状況を図示すること。)

慧告守成二
年月日

事業者職氏名

労働基準監督署長殿

〃、

 !、

 !、

 7、

 '、

 1受一付印1
-1

 ⑤、・
 、'
 、!
、〃
 、!



 様式第23号(第97条関係)(裏面)・'

備考

 1ロロ□で表示された枠(以下「記入枠」とし)う。)に記入する文字は、光学的文字・イメー
 ジ読取装置(OCIR)で直接読み取りを行うので、この用紙は汚したり、穴をあけたり、必

 要以上に折り曲げたりしないこと。

 2記入すべき事項のない欄、記入枠及一び職員記入欄は、空欄のままとすること。

 3記入枠の部分は、必ず黒のボールペンを使用し、枠からはみ出さないように大きめの漢字、

 カタカナ及びアラビア数字で明りように記入すること。'一

 なお、濁点及び半濁点は同一の記入枠に「ガ」「パ」等と記入すること。

 4「性別」、「休業見込」及び「死亡」の欄は、該当する項目に○印を付すこと。

 5「事業場の名称」の欄の漢字が記入枠に書ききれない場合は、下段に続けて記入すること。

 6派遣労働者が被災した場合、派遣先及び派遣元の事業者は、「提出事業者の区分」の欄の該
 当する項目に○印を付した上、それぞれ所轄労働基準監督署長に提出すること。

 7「経験期間」の欄は、当該職種について1年以上経験がある場合にはその経験年数を記入し、.

 1年未満の場合にはその月数を記入.し、該当する項目に○印を付すこと。
 8氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができること。


